
整備交付金の算定方法について

※下記で示す算定方法は平成2８年度の要綱（案）・要領で算定した参考資料であり，実際

は平成2９年度の要綱・要領で交付するため変更となる場合があります。 

要綱・要領の別表から該当する交付基準額を算出し，この交付基準額と交付対象経費と比

較して少ない方の3/4が交付金額。 

基本的な算定方法（※千円以下切捨て） 

【各整備交付金】 

基準額 + その他加算 ＝ 交付基準額 

交付基準額 ＞ 交付対象経費 ＝ 交付対象経費の3/4が交付金額 

交付基準額 ＜ 交付対象経費 ＝ 交付基準額の3/4が交付金額 

・平成2８年度保育所等整備交付金交付要綱（案）（抜粋） 

※この表は国の交付額を記載しているため，交付基準額は3/2を乗じたものと見なしてい

ます。 



・認定こども園整備交付金実施要領（抜粋） 

※この表は国の交付額を記載しているため，交付基準額は2を乗じたものと見なしていま

す。 



【例：150人規模を整備するケース】 

 ※特殊附帯工事，地域の余裕スペース活用促進加算あり 

※交付対象経費が，交付基準額を超える事例 

定員例（人） 

0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 合計 

定員

１号       15 20 20 55

２号       15 20 20 55
95

３号 10 15 15       40

合計 10 15 15 30 40 40 150

算出方法

【保育所等整備交付金】（千円） 

２・３号の定員合計９５人 → 交付基準額 11４,000×3/2＝171,000 

特殊附帯工事 → 9,610×3/2＝14,415 

地域の余裕スペース活用促進加算 → 2,250×3/2＝3,375 

設計料加算 → （171,000+14,415+3,375）×0.05＝9,439 

開設準備費 → 15×95×3/2＝2,137 

交付金額 → （171,000+14,415+3,375+9,439+2,137）×3/4＝150,274 

【認定こども園整備交付金】（千円） 

1号の定員 55人 → 交付基準額 65,100×2＝130,200 

特殊附帯工事 → 7,150×2＝14,300 

設計料加算 → （130,200+14,300）×0.05＝7,225 

交付金額 → （130,200+14,300+7,225）×3/4＝113,793 

【交付金額合計】 

150,274+113,793＝264,067（千円）



【例：250人規模を整備するケース】 

※特殊附帯工事，地域の余裕スペース活用促進加算あり 

※交付対象経費が，交付基準額を超える事例 

定員例（人） 

0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 合計 

定員

１号       30 35 35 100

２号       30 35 35 100
150

３号 10 20 20       50

合計 10 20 20 60 70 70 250

算出方法

【保育所等整備交付金】（千円） 

２・３号の定員合計150人 → 交付基準額 158,300×3/2＝237,450 

特殊附帯工事 → 9,610×3/2＝14,415 

地域の余裕スペース活用促進加算 → 2,250×3/2＝3,375 

設計料加算 → （237,450+14,415+3,375）×0.05＝12,762 

開設準備費 → 12×150×3/2＝2,700 

交付金額 → （237,450+14,415+3,375+12,762+2,700）×3/4＝203,026 

【認定こども園整備交付金】（千円） 

1号の定員 100人 → 交付基準額 85,400×2＝170,800 

特殊附帯工事 → 7,150×2＝14,300 

設計料加算 → （170,800+14,300）×0.05＝9,255 

交付金額 → （170,800+14,300+9,255）×3/4＝145,766 

【交付金額合計】 

203,026+145,766＝348,792（千円）


